
――一連載技術解説

社会安全のための トレーサビリティIll

1   1ま じ め に

私たちのもっとも基本的な観求は,安 全な暮らしが確

保されることであることに異論を唱える人はいないだろ

う 安 全な卓らしを脅かすものは,事 故や病気など様々

で,私 たちは事故に遭,た り病気にかかつたりしないま

うに心掛けながら日々の暮 らしを営んでいる 街 を歩 く

時には信号を守ることや,帰 宅 したち手を洗いうがいを

することなどは そ のための手段 といえる

しかし車にはねられないよう)ま たrt原西に侵人され

ないように注意していても.防 ぎきれない事故がある

その典型的なケースはⅢ安全性に阿目がある食品が‖十回

った場合である

2007年から2008年 にかけてⅢ中国製の冷tFギョウザ

に農栞が混入 しており,そ れを資へた数人が中毒すると

いう事件が起きた い つものスーパーで聴入したお割楽

みのプランドのお凍イョウすに致死量の農業が混入して

いるなどと詐が予想 しえただろ,

その後 も事故米の不正流通両題,有 害物質メラミンの

真子への混入,冷 凍インダンの殺虫剤混入事件など 食

の安全を脅かす事件が相次いだ し かし私たちは生きる

ために,日 々食物を摂取しないわけにないかない

今 日 にしようとする食品に有害物質が混入している

恐れがないかを確かめるすべはない し かしその資品

が ど こで誰によつて作られ, どのような流通経路を経

て、今ここあるのか ?そ れがわかれば少しは=心 して食

ぺることができるだろう ま た万一
,有 者物質が混入 し

ていた場合は, どこで混入したかを調べることが可能に

なる食品 トレースはこのような趣旨で構築された制度で

ある 一 般には 「トレーサビリティJの 方が馴染み深い

2 食 品 トレースの実態と課題
一食品表示偽装は防げるか―

吉松恵子

消費生活専門相談員 消費生活アド本イザー

トラフ■ング建跡}

用喬かもしれない

2 食 品 トレースの仕組み と目的

21 食 品 トレースの仕組み

資品 トレースとは,食 品の生産,処 理 tB工  流 通,

小売のを段階の情報を記録し, どの段階でも食品の情報

が把握できるようにする仕組みである(図1参照)そ の

交品が生産されてから販売されるまでの状況をそれぞれ

の過科ごとに記録することによって,消 費者のもとにお

る食品の過去の経続を道rlできるようにする い わば,

資品の履歴書を作成して公開するようなものである

だれがす ど こで ど の

ように■産したか

誰がす ど のような加

工をしたか

どのよ うな会社が

どのよ うな経路で

遷んだか

何の食品をいつ仕入

れていつ販売したか
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図 1 食 品 トレ十スの仕組み



連載技術解説 :2 資 品 トレースの実態と課題

3 食 品 トレースの意義

31 事 業者の リスク管理

(1)事 故発生時の対応

資品事故が起きた場合,事 故品と同じリスクがある商

品の所在地の情報が,生 産,流 通の各段陪で把握されて

いる 従 って,迅 速に回収 紋 去することが可能で,紋

害の拡大が防止できる

(2)再 発防止

rt通経路をさかのほりつつぅ各段階の商品を検査する

ことによつて、事故原因の究明が容易になる 原 因が判

明すれば的確な対策を語 じることができるため,紙 害の

未然 拡 大防止ができる

(3)経 済効果

系積な回収 と的植な改善措置の実施により速やかな流

通再開が可能 となり,事 故による損失を最小限に抑えら

れる

32 事 業者の業務効率向上

通常の営業においても,生 産,処 理 加 工,流 通,販

売にかかわる事業者が、オンラインコ青報を共有するこ

とにより,受 発遠処理Ⅲ在庫管理,物 流管理が容易にな

り生産か ら小売に至る全段階での管理の効率化が図れ

る

33 消 費者の信頼獲得

事業者商品に,コ ー ド番号などトレースに関する情報

を表示する 消 費者は店頭に設置された輪末や自宅のパ

ツヨンなどにそれを入力,横 宗することによつて,そ の

商品の生産,加 工す流通に関する情報を入手することが

できる 販 売店は,い わゆる 「業性が知れた商品Jを 提

供することによつて,消 費者のより大きな信頼を得るこ

とができる

4 食 品 トレースの制度

昴こ`我 が国で実施されている食品 トレースの制度に

は次の 3通 りがある す なわちす法律で義務付ける場

合,法 合で トレースの制度を作 り,そ の制度を利用する

どうかは事業者の任意 とする場合ぅ事業者の自主的な取

組みを行政が支援する場合である

41 法 律による トレースの義務付け

法律で トレースを義務付けられているのは,牛 肉であ

る こ の法律,「年の個体設別のための情報の管理およ

SL違 に関する特別措置法(年内 トレーサどリティfL)」

は,2001年 に日本国内で初めて BSE(年 海綿状脳定)に

感染 した牛が確認されたことにより2003年 6月 に公布

された

同法は下記の段階を維て施行された

(1)2003年 12月 1日 生 産段階の措置(耳福の装

岩 と出生j異 動などの報告義務):生 産農家で生 まれた

子牛の耳に10けたの個体識別番号を表示した耳標 を装

首し,子 年を言成,肥 育する各農家の名称や肥首期間を

正確に記録して保管し公表する

(2)2004年 12月 流 通段階の括置(■内の個体識

別番号の表示と取引記録の保存義務)をと吉された年の

小分けされた内ごとに個体敦別番号を表示し,流 通段階

の情報を記録して保管し,公 表する

現在,生 産段階では,国 内で飼養されるすべての年に

10けたの個体識別番号が付与 され,牛 の管理者からの

届け出に基づき,そ の年の生年月日や種,」(品種)などの

情報 と、出生から食肉処理までの履歴がデータベース化

され,イ ンターネットを通じて公開されている 流 通段

階では,国 内で飼養された午内(いわゆる 「国産牛肉J

生体で輸入され,国 内で飼養されたものを含む)につい

て,販 売業者などによる個体識別番号の表示,社 入れと

事業者への販売を記録することが義務付けられている

精内店やスーパー・デパー トなどの小売業者の店頭に

並べられるキ肉にはす出生時に付けられた個体識別署号

が表示されている す き焼 きや焼き肉などの料電を提lJ

するレス トランも,個 体識別番号を表示している 消 費

者は,(独 )家畜改良センターのサイトにアクセスし,表

示された個体識,」署号を入力することによつて,生 年月

日.性 別ぅ種別,母 体の個体識別番号`飼 養地j異 動内

容j異 動年月日,住 所,名 Vrなどの情報を得ることがで

きる

42 事 業者の自主的な トレースを促進する法制度

nll和25年 に 「農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律(JAS法 )Jが 制定された こ の法律で

は,す べての農林物資(生鮮資品,加 工資品を問わす資

料品一般 と木材加工品)に品質表示を義務付ける制度 と、

「一定の品質Jを 満たす農林物資(同)に JASマ
ークの表

示を認める制度 とを設けている

「一定の品質Jと は,日 本農林規格(JAS規 格)と呼ば

れるもので,消 費者が品質に関する正しい知識を得て商

品を選択できるようにとの趣旨で,農 林本産大臣が制定

する

JAS法 では、隠 業者が,自 らの製品にJASマ ーク

を付けることをお望する場合は,農 林水産大臣の登録を

受けた登録認定機関から,製 造施設,品 質管理す製品検

査,生 産工程管理などの検査を受け`」AS規 格を満た

す商品を製造することができる体制であるJと の認定と

受けなければならない 認 定を受けた事業者は 「その後
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画像電子学会誌 第 38巻  第 2号 (2009)

弾 道施設の維持管理や品質管理,生 産工程管理の実加

状況などに関して引き続 き登録認定機関の定期的な監査

を受けて,製 造大成が 1分であることを常に確認 しなけ

ればならないJと の規定が設けられている

JAS規 格には現在 4種 類があ り,種 類 ごとに異なる

以下のJASマ ークが設定されている1】カ

(1)JASマ ーク

品位)成 分,性 能等の品質についてのJAS規 格 (一般

JAS規 格)を満たす資品や林産物などに付され, もっと

も広 く普及している 現 在約 590品 目に表示されている

(口2参 照)

(2)特 定 JAS■ ―ク

特別な生産や製造方法 についてのJAS規 格 (特定

JAs規 格)を満たす食品やj同 種の標準的な製品に比べ

品質などに特こがあることを内挙 とした」AS規 格 を前

たす食品に付される 通 常の熱成期間より長 く邦成させ

たハム類,一 般 と異なる飼育方法の地鶏肉Ⅲ製造工程に

特色がある手延べ干 しめんなどに表示されている(図3

参熙)

(3)有 機 」ASマ
ーク

有機 JAS規 格に従い.化 学肥料や農業の使用を厳 し

く制限して裁培された農産物やⅢそれらを主な原料とし

て型道される農産物などに付される 有 機 JASマ ーク

が付されていない農産物 と農産物加工資品には 「有機O

OJな どと表示することができない(図4多 照)

(4)生 産情報公表 」ASマ ーク

平成 18年 12月 ,こ の JAS規 格の四つ目にⅢ生産情

報公表 JAS規 格が加えられj llたなマークが作られた

この規格は、消費者の 「資Jに 対する信頼回復を国るた

め,「食卓から農場 までJ顔 の見える仕lSみを整備する
一鶏として,資 品の生産情報を消資者に正FEに伝えてい

ることを常三者機関が認証するもので,生 産情報公表マ

ークはⅢ食品の生産情報を生l_者が正確に記録し,保 管

して公表 していることを示している

生産情報公表 JAS規 格を前たす方法により,事 業者

が自主的に食品の生産情報(生産者,生 産地,農 票やlB

料の使用情報,給 寄や動物用医薬品の投与などの情報)

公表 している牛内 ほ 内や農と物等、原材料や製造過程

などの情報が公表 されている加工食品等に付される(図

5参 照)

この JAS規 桔の制定は,国 民の関心が高 く、かつ午

の個体督型の体制が整備されている牛内からいまった

現在下記のように対象品目を練々に拡大しつつある

0年 内       2003年 12月施行

O豚 内       2001年 12月施行

0農 産物      2003年 '月施行

0豆 腐,こ んに、く 200F年 5月瓶↑テ

〇養殖魚      検 討Ⅲ

公表される生産情報の内容は次のとおりである

O牛  豚 肉の場合

出生年月日、 Il艇 の別ぅ管理者名 仁 所.飼 養施設

の所在地j飼 ま開始年月日層首年月日居畜場の名

称 所 在地 管 理者が使用した飼料 動 物用医薬品

など

O農 産物の場合

生産者Ⅲ畑のFi在地,収 穫期間ぅ農票Ⅲ FBや|など

0豆 腐の場合

原料大豆の原店地名,種 類、生産年 凝 回剤の物質

名)殺 菌方法Ⅲ製造業者名 住 所j門 吉せ先など

43 行 政が応援する民間の自主的な取組み

SEICA(オ ープンこ フリー農産物データベース)は,

2002年 8月 に選用が開始され,(Hjr)資品流通構造改善

促連機構.(独 )農業 食 出産業技術結合研究機構,資 品

総合研究所によって逼営されている 政 府関連機関が生

lE情報を公表する仕組みを立ち にげ,事 業者が自主的に

Ⅲi書
|十‐す→・

[it■ liち

図 5 生 産情報公=JASマ ータ

図 2 JAS千 ―タ

偽
認定機関名

図 3 特定JASマ ーク

認定機関名

図 4  有 機 J A Sマ ー ク



連載技術解説 12 食 品 トレースの実態と課題

取 り組む場を提供している SEICAの 仕組みを図 6に

示す31

例えば八百屋で購入した小松菜を束ねたビユールテー

プに記載されている 「SE(■ Jの 文字に焼 く8け たの

数字とURLに 基づいて検索すると,生 産者名す小松菜

の品種名,裁 培された畑の所在地j化 学lB料や農業の散

布状況や収穫時期,出 荷された農協名と所在地す農協か

ら出荷された市場などを知ることができる

SE(Aの システムでは,下 記のような生産物、生産

者.出 荷者に関する情報が提供される

O生 産物情報

島目j品 種名,栽 培面積)農 薬の使用状況など

〇生産者情報

生産者名“所在地,総 耕地面積,他 の農産物など

O出 荷情報

出荷者名`仁 所す電話番号など

上記のように, このサイトではかなり詳しい情報を入

手することが可能である 購 入した野菜や果物の情報を

検索することができれば,品 質に関する信頼性が大きく

向上することは関連いない し かし残念ながらす情報の

正しさは保証されていない

サイトには,利 用上の注意として 「商品情報は登録者

が入力したもの,情 報の正しさは提供者の良心に負う

情報の正しさj妥 当性をシステムの所有者は確認してい

な,、Jと 記載されている 更 に,「システムの利用によ

る不利益が生じてもシステムの所有者は責任を負わな

↓■Jと の警告表示もある 情 報を信じるかどうかの判

断は自已責[に ゆだねられているのである

上記のほかにぅ行政が全く関与しない事業者の自主的

な取組みによるトレース表示もある そ の場合は表示内

容が事実であるかどうかを客観的に担保するものはない

ことはいうまでもない

5 食 品 トレースの限界

以上のように,我 が国では,様 々な制度 と方法によっ

て食品 トレース(生産 流 通管理)システムを取 り入れ

て,食 品による健康複害の未然 拡 大防止が図られてき

た し かし残念ながらす制度開始後 も食品の有害物質漫

入や表示偽装事件は引き続き発生している 輸 入原材料

で製造 した力8T食 品を国産原料使用と表示するケースが

多くぅ生産者の顔写真 と称 して工場の従業員の写真を掲

載した例もあった

トレース制度の限界は、情報自体の信頼性は担保され

ていないということだ 生 産者がウンの表示をしたり

偽 りの記録を作成したりすることまでは防1デないのであ

る SEICAの サイ トにあったように 「情報の正 しきは

提供者の良心に負うJの である

流通の途中で偽装が行われた場合は,各 段階の情報を

追跡することによって, どの段階で偽装が行われたかを

把握することができるようになった し かし現実にこれ

まで報道された資品偽装事件が明るみに出たきっかけ

は,ほ とんどすべてのケースが内部告発である 偽 装に

かかわった当事者.あ るいはその事実を知 りえた関係者

の道報が偽装を暴いた

残金ながら,食 品 トレースだけで偽装を防 ぐことは困

難であるとの結論を出さぎるを得ない

6 公 益通報者保護制度への期待

では,ど うすれば私たちは表示が偽装されていない資

品,事 実に基づく表示がある食品を入手することができ

るのだろうか

2006年 4月 に 「公益通報者保護法JめS施行 された

この法律はす頻発する企業不祥事が内部告発を契機 とし

て明るみに出たことから制定された 同 法では,事 業者

などの法令順寺を確保し,国 民生活の安全や安心を守る

ため,事 業者内部の違法行為を通報 した労働者に対する

解雇などの不利益な取 り扱いを奈上している こ の法律

にもとづいて、労働者が、国民の生命 身 体 財 産を守

る法律に違反する行為や犯罪などの事実を通報 したこと

を理由として,雇 用者がその労働者に対 して解漫,そ の

他の不利益な取扱いとすることが禁止する制度が作 られ

た

このような趣旨の法律が活用される社会はⅢ決 してtE

みやすい社会ではないかもしれない し かし,こ の法律

が企業内に発生する恐れがある様々な不正行為の抑止効

生産者がSEICAのウェブにアクセス,生 産物

出荷者情報などを登録する (登録は無料)

塁
SEICAが生産者にカタログ番号を付与

_「L

I生産者がカタHグ 番号を商品の色装に表射

母
流通業者,消 費者がSEImの ウェブにカタ■グ

番号を入力して生産情報を入手

図 6 SEICAの 仕組み
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果を発揮 しぅその結果 として資品の表示伯妻 (注)の末体

防止が図 られることを期待 したい

(左)食 品表示為妻

食品の表示偽装事件は次の 3'イ プに分けて考えるととが

できる

(1)何 者か,1吉図的に有T~物質を没人した場合

(2)有 害物質を台んでいること あ るいはその可能性が

あることを知 りながう生産 した ,流通させたりした

場合 こ れらの場合,当 然ながら有普物質を台んで

いることは衣示されないため、偽装表示となるが

食品そのものが健康縦筈を引き起こす可能性がある

ため 食 品常生上の問題の方がより大さいことはい

うまでもなルゝ

(3)商 品の原産国を偽る場合にみられるように,よ り高

額な価格で販売するためや不都台な事実を隠すため

に事実と異なる表示をする場合 製 造業者などの過

失や表示に関する規おJの詔談が不十分なために 表

示内答が不適切であったという場合もある 新 rFlの

下段を賑わすリヨール広告はこのタイプが多く 南

品の品質や安全性そのものには間短がないことが多

, )

7 む  す  び

国は,国 民が安全安心な食生活を富むことができるよ

うにと̀ 食 品の トレース制度を整備 してきた し かし,

上記の表示偽装のいすれも, トレースだけで防ぐことは

困難であることがおわかりいただけたと思う

購入した食品の表示が,ツ だと知ったときぅ私たちは

ljい怒 りを貨える 偽 麦表示が発覚してカメラの前で頭

を下げる事業者の姿がこれまで繰 り返 し報道されて来

た 彼 らは,「悪いことと知 りつつjや むなく Jな ど

というが`失 った消費者の信頼を取 り戻すのは容易では

ないだろう

しかしj私 たち自身に反省すべき点はないのだろう

か

消費者が目の前にある商品の外見と価格だけに目を奪

われて食品を進FFしがちであったことは否定できないと

思う

表示偽装事件も悪質高法の一煩型 と考えることができ

る 長 年,消 費生活相談を受けてきた経敢に基づいて、

岳質南法の校害を受けないための方法をご紹介しよう

それは,事 業者が自分にアプローチしてくる理由を事業

者の立場に立って考えることである 一 見Ⅲ消費者に速

力的な効誘は,実 は事業者にとって有利なものである場

合が多い 事 業者がなぜこのようなアプローチをしてき
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たかに事業者の利害に則 して洞察することで事業者の真

の意図が見えてくる 悪 質高法の手回は次々に変わる

従って、■口にとらわれていたら本質を見技 くことはで

きない な ど, この事業者はこの商品を売ろうとしてい

るのか そ れを相手の立場に立って徹底的に考えること

によってそれが悪質高法かどうか判断できる

資品の表示を偽装 した事業者を44弾するだけでは,問

題は解決しないだろう 世 界 と日本の資橿生産 と流通の

現状を正しく認識したうえで,せ 界の政治と経済の中で

食橿がどのような役割を果たしているのか,そ して わ

が国の生産者と流通業者などのよ,な 立場に置かれてい

るのかを考える そ れらを踏まえて,彼 ちがそのような

行動に走った理由を考 える も し,そ の理由を理解で

き,背 景となった事情に問題があると考える場合は,そ

れを改革するために行動することが大切である

これからの消費者問題は,事 業者と市場原理に任せて

いたのでは解決は困難 と思 う 消 費者自身が考えるこ

と,問 題を解決するために積極的に参画することが求め

られている そ の活動には,情 報通信技術の支援が不可

欠である そ してぅその姿勢を保ちながら今夜の食卓に

戦せる食品を選ま ま ず,食 品の表示をよく読んでいた

だきたい そ れからその資品にかかわる事情を踏 まえ

て,表 示内容の真偽を吟味,校 討していただ営たい 国

産 と表示してあるが,国 産原料の価格を考えたらこのよ

うにす価な製品を提供できるはすがないぅ と 気が付 くこ

とができたら,表 示偽装を見破ることができるだろう

買い物客全員が偽装を見破れば偽裟 した商品は売れなく

なる そ うすれば偽禁はおのすと止むだろう

楽観的過ぎるとの批判は覚信 しつつ,事 実に基づ く適

正を表示の商品が,市 場で公正自由な競争をする明日ヘ

の希望をつないで結語としたい
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